
第 104号 議案

長 岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用

弁償 に関す る条例の一部改正 について

長 岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す る条例 (令

和元年長 岡京市条例第 4号 )の 一部 を別紙の とお り改正す るもの とす る。

令 和 5年 12月 20日 提 出

長岡京市長  中小路 健 吾

(提案理 由 )

国の人事院勧告 に準 じた職員給与の変更を行 うため、条例の一部 を改正す

る必要があるので提案す る。



長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例

長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例 (令和元年長岡

京市条例第 4号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

第31条  【略】

(給与改立の実施時期等の取扱い)

第 32条 この条例において準用する給与

条例又はこの条例においてその定めると

ころによることとされ、若 しくはその例

によることとされる特殊勤務手当条例 (

これに基づ く規程を含む。次項において

同 じ。)の規定について給与の額の改定

に関する改正が行われる場合における会

計年度任用職員の給与の額の改定を行 う

時期その他の当該改定に係 る取扱いは、

次項及び第 3項の場合を除き、給与条例

の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定 (こ の条例において準

圧≧立■う」全皇盆萱上�」L二重全立上旦と上三⊆i
の定めるところによることとされ、若 し

くはその例によることとされる特殊勤務

手当条例の規定を含む。次項において同

じ。)について給与の額の改定に関する

改正が行われ、当該改正後の規定が遡っ

て適用 される場合における日額又は時間

額により給料又は報酬が定められたパー

トタイム会計年度任用職員の当該改正の

施行の 日の属す る月の末 日 (当 該改正の

施行の 日が月の初 日であるときは、その

前 日)ま での間の給与 (期末手当を除く。)

については、当該改正後の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。

３
一

前項に定めるもののほか、この条_例Ω

第31条  【略】

【加える】



改正後 改正前
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者 (当 該改正の施行の日の属する月の前

月の末 日までに退職 し、又は死亡 した者
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お従前の例による。

4 条例又はこれに基づ く規程に別に定め

がある場合を除き、特別の事情により前

3項の規定によることができない場合又

は前 3項 の規定によることが著 しく不適

当であると認められる場合には、別に市

長の定めるところにより、又はあらか じ

め市長の承認を得て、別段の取扱いをす

ることができる。

第 33条

附

1～ 3

第 34条  【略 条の繰下げ】

貝ll

【田各】

【削る】

第 32条 。第 33条  【略】

「付 貝」

1～ 3 【略】

(給料表に関する特例 )
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は医療職給料表の改定が行われ る場合に

おける給与条例に規定する行政職給料表

(1)(保 健医療業務従事者にあつては、医

療』ヨL絵型菫童)≦2生里」二2上三二上茎全__笙」旦
=笙

中「長岡京市職員給与に関する条例 (昭

菫2_■生振週壺萱壁麹皿笙ユニ董量塑正■往

与条例」とい う。)に規定する行政職給

料塞EK塁笙医堕:藍塑望壁:墾塾二五:2_二重、

医療職給料表L⊥ とあるのは、「当該会

計年度任 用職 員が 採 用された日の属する

年度の初 日において施行 されている長岡



改正後 改正前

京市職員給与に関する条例 (昭和 26年

長固哀童条例笙 1.1量堕墜工 墜 当 型 型

という。)に規定する行政職給料表(1)(保

健医療業務従事者にあっては、医療職給

料表 )」 とする。

附 則

この条例は、公布の 日か ら施行す る。


